
地 域 単 位 属 性

県内全域 全 数 ５月１日現在 毎 年

県内全域 抽 出 毎 月

抽 出 毎 月

抽 出 毎 月

抽 出 隔 月

抽 出 毎 月

７月31日現在
（給与締切日が
ある場合は締切
日）

毎 年

県 知 事

厚生労働省
が指定する調
査区の常用
労働者を常
時５～29人雇
用する事業
所

厚生労働省
が指定する常
用労働者を
常時30人以
上雇用する
事業所

毎月末（給与締
切日がある場合
は締切日）

事 業 所 厚生労働省
が指定する調
査区の常用
労働者を1～
4人雇用する
事業所

抽 出

統計法
学 校 基 本 調 査
規則

特別調査

幼稚園、幼保
連携型認定こ
ども園、小学
校、中学校、
義務教育学
校、高等学
校、特別支援
学校、専修学
校及び各種
学校の全校
並びに市町
村教育委員
会

厚生労働大臣

事業所 の雇 用、
労働時間及び賃
金の毎月の変動
を明らかにし、労
働・経済政策の基
礎資料とする。

文部科学大臣

第二種事業
所調査

学校基本調査

毎

月

勤

労

統

計

調

査

第一種事業
所調査

主要統計調査等一覧

統 計 調 査 名
調 査 の 種 別

選 定
把 握 期 日 又 は
把 握 期 間

主
管
課

目 的 根 拠 法 規 等 周 期
実 施 機 関
系 統

調 査 対 象

毎月末（給与締
切日がある場合
は締切日）

統計法
毎 月 勤 労 統 計
調査規則

県 知 事

事 業 所

厚生労働大臣

学校に関する基
本的事項を調査
し、学校教育行政
の基礎資料とす
る。

市 町 村 長

県 知 事

学 校

調 査 員

小売物価統計
調査（動向編）

国民の消費生活
上重要な支出の
対象となる商品の
小売価格、サービ
ス料金及び家賃
を調査し、消費者
物価指数作成の
資料とする。

統計法
小 売 物 価 統 計
調査規則

総 務 大 臣 ２ 市

小売物価統計
調査（構造編）

小売物価統計調
査（動向編）での
調 査 に 加 え 、 地
域別価格差調査
を実施し、地域別
の物価を明らかに
する。

統計法
小 売 物 価 統 計
調査規則

総 務 大 臣

富山市、射水
市 に お い て
知事が選定し
た 事 業 所 及
び世帯

毎月12日を含む
週の水、木又は
金曜日(ただし､
生鮮食料品、切
り花は５､12、22
日を含む週の
水、木又は金曜
日)

県 知 事

指 導 員

調 査 員

店 舗 等

1 市 高岡市（地域
別価格差調
査）において
知事が選定し
た事業所

毎月12日を含む
週の水、木又は
金曜日県 知 事

指 導 員

調 査 員

店 舗

家計調査 国民の家計の実
態を調べて家計
収支の分布と構
造及びその地域
的 差 異 を 明 らか
にし、各種の経済
施策の基礎資料
とする。

統計法
家計調査規則

総 務 大 臣 ３ 市 富山市、射水
市、滑川市に
おける全世帯
（学生単身世
帯等を除く）
から抽出

毎月
１期（１日～15
日）２期（16日～
末日）
期間６か月（二
人以上の世
帯）、３か月（単
身世帯）

県 知 事

指 導 員

調 査 員

世 帯

統

計

調

査

課

基

基

基

基

基



県内全域 全 数 毎 月

県内全域 全 数 10 月１日現在 ５ 年 毎

甲調査 ５ 年 毎

乙調査

県内全域 全 数 ５年毎

県内全域 ５年毎

沿海市町 ５年毎

住民基本台帳
人口移動報告

住民基本台帳法
の規定に基づき、
市町村長が作成
する住民基本台
帳により人口の移
動状況を明らか
にする。

住 民 基 本 台 帳
法
住 民 基 本 台 帳
人 口 移 動 報 告
要領

総 務 大 臣 住民基本台
帳法の規定
による届出及
び職権で､住
民票に記載、
削除された者

１月１日～12月
31日
（毎月１日～月
末）

県 知 事

市 町 村 長

国勢調査 全国・都道府県・
市区町村の人口・
世帯・産業構造等
の実態を明らかに
し､各種行政施策
の基礎資料とす
る。

統計法
国勢調査令

総 務 大 臣 原則として調
査期日現在、
我が国に生
活の本拠を
有する人

県 知 事

市 町 村 長

指 導 員

調 査 員

世 帯

経
済
セ
ン
サ
ス
❘
基
礎
調
査

すべての産業分
野における事業
所の活動状態等
の基本的構造を
全国及び地域別
に明らかにすると
ともに、事業所・
企業を対象とする
各種統計調査の
母集団情報を整
備する。

統計法
経済センサス
基礎調査規則

総 務 大 臣 県内全域 農林漁業に属す
る個人経営の事
業所、家事サー
ビス業及び外国
公務に属する事
業所並びに国及
び地方公共団体
の事業所を除く
すべての事業所

全数 ６月１日(平成
21年、平成26
年の調査は７
月１日現在)

事 業 所

総 務 大 臣 国及び地方
公共団体の
すべての事
業所

６月１日(平成
21年、平成26
年の調査は７
月１日現在)

事 業 所

経済セン
サス-活動
調査実施
年を除き
毎年

県 知 事

（市町村長）

事 業 所

経済センサス

 ｢経済センサス
　　 -活動調査｣

全産業分野の売
上(収入)金額や
費用などの経理
項目を同一時点
で網羅的に把握
する我が国唯一
の統計調査であ
り、日本の経済活
動の実態を明ら
かにする。

統計法
経済センサス
活動調査規則

総 務 大 臣

農林水産大臣 農林業経営体調
査：
農林産物の生産
又は委託を受け
ての農林業作業
を行い、生産又
は作業に係る面
積・頭羽数 が一
定規模以上の農
林業生産活動を
行う者

全 数

農林漁業に
属する個人
経営の事業
所、家事サー
ビス業及び外
国公務に属
する事業所
除く事業所･
企業

６月１日現在
経済産業大臣

県 知 事

市 町 村 長

指 導 員

調 査 員

２月１日現在

県 知 事

市 町 村 長

調 査 員

農林業経営体

農林業センサス 我が国の農林業
の基本構造の現
状と動向を明らか
にし、行政施策立
案の基礎資料と
する｡

統計法
農林業センサス
規則

漁業センサス 我が国の漁業の
基本構造の現状
と動向を明らかに
し、行政施策立案
の基礎資料とす
る｡

統計法
漁業センサス規
則

農林水産大臣 漁業経営 体調
査：
海面に沿う市町
村 の 区 域 内 に
ある海面漁業に
係 る 漁 業 経 営
体

全 数 11月１日現在

県 知 事

沿 海 市 町 長

調 査 員

漁 業 経 営 体

統

計

調

査

課

基

そ

基

基

基

基



県内全域 抽 出 毎 月

県内全域 抽 出 ４月～６月 毎 年

県内全域 全 数 毎 月

県内全域 抽 出 毎 月

労働力調査 国民の就業及び
不就業の状態を
調査し、雇用対策
等の資料とする。

統計法
労働力調査規
則

総 務 大 臣 総 務 省 が 指
定した国勢調
査区域内から
抽 出 し た 世
帯、及びその
世 帯 に 居 住
す る 15 才 以
上の者

毎月末日（た
だし､12月は26
日）県 知 事

指 導 員

調 査 員

世 帯

学校保健統計
調査

学校における幼
児、児童及び生
徒の発育と健康
状態を把握し、学
校保健行政の基
礎資料とする｡

統計法
学校保健統計
調査規則

文部科学大臣 文部科学大臣が
指 定 す る 幼 稚
園、幼保連携型
認定こども園、小
学 校 、 中 学 校 、
義務教育学校及
び高等学校に在
籍する満５才から
17才（４月１日現
在）までの幼児、
児童及び生徒

県 知 事

学 校

人口移動調査 本県人口の毎月
の移動者数を調
査 し 、 人 口 の 性
別、年齢別構成
及び地域間移動
状況の実態を把
握することにより、
各種行政施策の
基礎資料とする｡

富 山 県 人 口 移
動調査要綱

県 知 事 住 民 基 本 台
帳 法 の 規 定
に基づく住民
票 に 記 載 又
は削除のあっ
た者

毎月１日午前零
時現在

市 町 村 長

富山県鉱工業
指数作成調査

県内の鉱工業生
産 の 動 態 を 明ら
かにし、鉱工業に
関する施策の基
礎資料とする。

富 山 県 統 計 調
査条例、富山県
鉱 工 業 指 数 作
成調査要領

県 知 事 日本標準産業分
類に掲げる大分
類E-製造業に属
する事業所及び
団体もしくは行政
機関のうち、知事
が指定する事業
所等

毎月末日現在

事 業 所

統

計

調

査

課

基

基

県

県



県内全域 全 数 毎 月

― 県内全域 全 数 毎 月

― 県内全域 労働組合 全 数 ６月30日現在 毎 年

農地法 県内全域 全 数 毎 年

県内全域 全 数 毎 年

県内全域 2 2 6 ７月１日現在 毎 年

農地の権利移動
及び転用の状況
等を調査し、もっ
て農地の農業利
用の増進及び利
用関係の調整に
資する。

市町村長
公益事業所

医

務

課

人口動態調査 人口動態事象（出
生、死亡、死産、
婚姻、離婚）を把
握し、人口及び厚
生行政施策の基
礎資料を得る。

統計法
人 口 動 態 調 査
令
人 口 動 態 調 査
令施行細則
死産の届出に関
する規程
戸籍法 等

厚生労働大臣 市 町 村 に 届
け出される出
生 ･ 死 亡 ･ 死
産・婚姻及び
離婚届

市 町 村 長

１月１日～12月
31日
（毎月１日～月
末）

県 知 事

厚生ｾﾝﾀｰ長

労

働

政

策

課

労働争議統計
調査

労働争議の発生
状 況 を 種 類 別 、
産業別、企業規
模別、加盟主要
団体別、要求事
項別等に調査し、
その実態を明らか
にする。

厚生労働大臣 労働組合 毎月末現在

県 知 事

労働組合基礎
調査

労働組合数、労
働組合員数、加
盟組織系統等を
調査し、その実態
を明らかにする。

厚生労働大臣

県 知 事

労 働 組 合

農

業

経

営

課

農地の権 利移
動・借賃等調査

農林水産大臣 １月１日～12月
31日

県 知 事

市町村農業
委員会

農地法３、18
条の処理状
況、農地転用
の処理状況､
許可･届出以
外の農地面
積

基準地１平方
メートルあたり
の価格（林地
は10ａ当たり
の価格)

河

川

課

水害統計調査 異常気象により発
生した水害 につ
いての被害を把
握し､治水等の行
政施策に必要な
基礎資料とする。

水 害 統 計 調 査
要綱

国土交通大臣 公 共 土 木 施
設 ・ 一 般 資
産・公益事業

県

民

生

活

課

地価調査 県内基準地の地
価を調査し 標準
価格を公表し、国
の行なう地価公示
とあわせ、一般の
土地取引価格に
目安を与え、適正
な地価の形成に
寄与する。

国 土 利 用 計 画
法施行令

県 知 事

   ……そ　  の　 他　     ：行政記録を基に作成される統計（業務統計）

地 点
不 動 産

（ 各 地 点 ）

   ……基幹統計調査　 ：統計法第２条第４項に規定する基幹統計（国勢統計やその他総務大臣が指定した国の重要な統計）
   ……一般統計調査   ：国が行う統計調査のうち基幹統計調査以外のもの
　 ……県基幹統計調査：県統計調査（統計の作成を目的として、県が個人又は団体に事実の報告を求めることにより行う調査）

１月１日～12月
31日

県 知 事

基

一

基

一

県

そ

一

一

そ

一


